
  

「生活困窮世帯等の子どもに対する学習・生活支援事業」業務委託 

公募型プロポーザルについての質問と回答 

 質問 回答 

1 副本 5部におきまして、事業者を特定できるような記載や図表等を、

黒塗りするなどして隠す必要がございましたらご教示ください。 

所定様式の黒塗りは不要です。但し、業務提案書の貴社名の記載は避

けて下さい。 

2 任意様式による提出書類を、パワーポイントで作成することは可能

でしょうか。また、枚数制限や図の使用規定がございましたらご教

示ください。 

任意様式はパワーポイントで作成可能です。ただし、第２次審査のプ

レゼンテーション時間が 20分間となりますので、その範囲で説明で

きる枚数としてください。 

3 参加者への支援開始時期につきまして 

ご教示ください。 

契約締結後すぐに準備を開始してください。なお、事業開始時期は市

と協議の上、決定いただくことになります。 

4 1回あたりの実施時間につきましてご教示ください。 実施時間は定めていませんので、提案書にお示しください。 

5 対象者の自宅などへの訪問支援も、実施回数に含まれるか否かにつ

きましてご教示ください。 

対象者の自宅などへの訪問支援は、実施回数（40 回）とは別枠にて

設定してください。 

6 対象者の自宅などへの訪問支援につきまして、目安となる回数をご

教示ください。 

提案いただく取組み内容により実施必要回数が変動することから特

に定めておりません。 

7 事業責任者、運営責任者、その他職員に必要な資格や要件がござい

ましたらご教示ください。 

特に資格や要件は定めておりませんが、仕様書に定める委託内容の

実施が可能な経験・知識を有する担当者の人員配置については審査

の評価項目になります。 

8 事業責任者、運営責任者を毎回の実施場所に配置する必要はござい

ますか。 

事業統括責任者は必ずしも毎回の実施場所に配置する必要はありま

せんが、実施状況を常に把握するとともに、緊急時やトラブル時は現

場で対応する必要があります。運営担当者は毎回の実施場所に配置

してください。 

9 参加者の受け入れ人数に上限がございましたらご教示ください。ま

た、上限を超えた場合の参加者の選定方法につきましてもご教示く

ださい。 

参加者の上限は設定していません。施設の利用定員を超過する場合

等必要に応じて小学生と高校生の利用時間を分けるなど、市と協議

のうえ対応を検討頂く事となります。 



  

10 予定されている学習科目をご教示ください。 小学生から高校生まで幅広く受け入れて頂く予定にしていますの

で、参加者が必要とする学習科目となります。 

11 エルダースタッフを人件費に含めるか否かにつきまして、ご教示く

ださい。 

特に定めておりませんので、提案書にお示しください。 

12 職員 1 名に対し、参加者何名の配置を予定されているかご教示くだ

さい。 

運営担当者の経験や指導方法等により望ましい配置が異なるため、

設定しておりません。職員 1名あたりの児童、生徒数に上限を設定す

る必要がある場合には提案書にお示し下さい。 

13 保険料は、本事業の対象経費として、見積りに計上してよろしいで

しょうか。 

ご質問の通りです。 

14 保険の範囲につきまして、参加者の行き帰りを含めるか否かを 

ご教示ください。 

保険の適用範囲は行き帰りを含めます。 

15 教材の要否につきましては、当方による提案事項という認識でよろ

しいでしょうか。 

ご質問の通りです。 

16 参加者から教材費を徴収する場合は、当方にて教材費の徴収及び管

理を行うのでしょうか。 

ご質問の通りです。 

17 2019 年度ならびに 2020 年度の同事業における、実施回数、登録人

数ならびに参加人数、出席率、受託事業者につきましてご教示くだ

さい。 

これまでの取組みを踏まえ募集要項及び仕様書を作成していますの

で、それらをふまえご提案下さい。 

18 2019 年度ならびに 2020 年度の同事業における、完了報告書等の具

体的な数値がございましたら、それらに基づいた現時点での成果や

課題などにつきましてご教示ください。 

これまでの取組みを踏まえ募集要項及び仕様書を作成していますの

で、それらをふまえご提案下さい。 

19 業務経歴書及び業務実施体制調書は任意様式とのことですが、業務

提案書の中に記載しひとまとめの書類として提出させていただいて

もよろしいでしょうか。 

ひとまとめの書類として提出いただくことが可能です。 

20 初期費用はどのような費目が想定されるのでしょうか。 事業開始にあたり必要となる、近隣の小中学校等への事業説明にか



  

かる経費や消耗品等（購入単価 1件 10万円未満）を想定しています。

ただし、財産価値が生じるような工事費や備品等は基本的には認め

られておりません。家電製品等は適正な価格のレンタルが望ましい

と考えます。（市と協議して認められた場合は除きます。） 

 


